
今後の地域医療構想の進め方について
栃木県保健福祉部医療政策課

１ 新たな地域医療構想の策定に向けた国検討会の協議状況について

２ 本県における地域医療構想の進め方について
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令和７(2025)年度第２回栃木県地域医療構想調整会議



１．新たな地域医療構想の策定に向けた国検討会の
協議状況について
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新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要
厚生労働省「新たな地域医療構想等
に関する検討会」とりまとめ資料



3

新たな地域医療構想と各種計画のスケジュール

厚生労働省「新たな地域医療構想等
に関する検討会」資料

まずは構想区域の点
検・見直しを行うことと
されている
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新たな地域医療構想の記載事項に係る検討状況

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画
等に関する検討会」資料
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地域医療構想調整会議の進め方について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

追加
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地域医療構想調整会議での検討事項について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

追加
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地域医療構想調整会議での検討事項について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

追加

新たな地域医療構想における調整会議と既存の各協議体の関係性を整理し、全体として漏れ・重複なく効率
的な協議体のあり方を検討する
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構想区域の点検・見直しについて

厚生労働省「地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会」資料

追加



構想区域の点検・見直しについて

9

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会」資料

追加

「人口20万人未満であれば一律に区域見直し」ではなく、二次医療圏としての医療提供体制の維持確保が難
しいと考えられる一つの目安が人口20万人であることから目安を設定したもの
⇒ 本県としては、構想区域の見直しは不要か
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病床機能について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料
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医療機関機能について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料

追加

「高齢者救急」の定義については国で検討中

R8.2.20の国検討会資料（とりまとめ案）によると、医療機関機能の決定については、まずは医療機関が自ら検討を行い医療機関機能を報告
し、その後調整会議にて当該報告結果のほか客観的なデータも踏まえながら協議の上、2028年度までに決定することとなる見込み
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医療機関機能について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料

追加
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医療機関機能について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構
想及び医療計画等に関する検討会」資料

追加

必ずしも既存の施設類型に応じて機械的にあてはめていくのではなく、その医療機関が担っている（今後担う）
役割に応じて医療機関機能を検討していく
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地域医療構想調整会議での検討事項について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会」資料

2025年12月法案可決・成立



15

地域医療構想調整会議での検討事項について

R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

追加

精神医療に係る国ガイドライン発出はR8(2026)年度末と想定されて
いることから、都道府県での協議はR9(2027)年度から開始となる見
込み



２．本県における地域医療構想の進め方について
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進め方（スケジュール）について

令和9(2027)年度令和８(2026)年度令和７(2025)年度年度
• 調整会議で協議の上、各医療機関が報告
する医療機関機能を決定【全区域】

• 医療機関機能に着目した医療機能の分化・
連携に係る協議【全区域】

⇒令和10(2028)年度中に新たな地域医療
構想を策定

• 新たな地域医療構想の策定に向けた取組
を開始（グランドデザインも踏まえて検討）
【全区域】

• 精神医療に係る地域医療構想ガイドライン
検討【国】

• 新たな地域医療構想に係るガイドライン検討
【国】

• 区域対応方針に基づく取組の実施【宇都宮】
• 現行の地域医療構想の評価【全区域】
• グランドデザインの策定【宇都宮以外】

取組
内容

栃木県地域医療構想調整会議各地域の地域医療構想調整会議月
○新たな地域医療構想策定に係るガイドラインの内容を整理
（策定に向けたスケジュールの確認・調整）
○今後の調整会議のあり方（委員構成等）の検討開始

【参考】現委員の任期満了日は令和9(2027)年3月31日

4~6月

○第１回栃木県地域医療構想調整会議の開催
医療介護総合確保基金の事後評価
各構想区域の点検・見直しの協議結果を踏まえた、構想区域の
決定
新たな地域医療構想における必要病床数の考え方の提示

○第１回地域医療構想調整会議の開催
構想区域の点検・見直しの要否を協議

○国から新たな地域医療構想策定データセットの提供
データセットをもとに人口推計、既存病床数、人材等の医療
資源等のデータから現状を把握し、グランドデザインも踏まえ、
今後の地域課題を検討

7~9月

○第２回地域医療構想調整会議の開催
現状を踏まえた今後の地域課題の共有
地域毎の必要病床数（案）の協議

1 0 ~1 2 月

○第２回栃木県地域医療構想調整会議の開催
現状を踏まえた今後の地域課題、全域で対応すべき課題の共有
地域毎及び県全体の必要病床数の決定
医療機関機能（素案）の提示
構想策定に向けたR9年度の取組について

○第３回地域医療構想調整会議の開催
地域毎の必要病床数の決定
医療機関機能（素案）の提示
R9年度の調整会議のあり方（委員構成等）の協議
構想策定に向けたR9年度の取組について

1~3月

スケジュール（全体）

スケジュール（R8年度予定）

※ 上記スケジュールは現時点での想定であるため、厚生労働省の協議の進捗状況等により今後変更が生じるおそれがある。


